
義精神科における
熊本大学大学院
生命科学研究部
精神看護学教授
精神看護専門看護師

宇佐美しおり
保健学教育部大学院生

福川麻耳ロ

うさみしおり●１９８６年熊本大学

数行学部特別教科(行護)教員養
成,郷,1卒業。1998年聖路加看護
ﾉく学大学院修士課程(看謹学修
上)。１９８８～1993年良谷川病院
にてCNSとして勤務。1997年喬護
判＃上（第８号)取得。１９９７～
2001年兵Illiﾘ『L立行謹大学呑護学
部jiIl勝。１９９７～２００１年光愛病’部jMl務。１９９７～2001年光愛病院蒋謹部CNS非術
勤。2001年熊本大学I篭療技術短期大学部将I{(ji学科．
教授｡2004年熊本大学医学部保健学科教授｡２００８
ｲ|きよ'刈,l職｡現ｲE,熊本大学医学部附Ｉ耐病院ならび
に桜ケ｢i描院にて納神禰護CNS(非常勤)。

第５回

地域生活移行支援のためIこ活用できる
社会資源･制度と看看連携

前回（本誌Vol､５，No.４)，粘神|(岬f荷の

地域生活移行支援のための心理社会的支援技

術に焦点を野て，地域ﾉk活をベースとした支

援の必要性について述べた。今'111は，精神障

害者の地域生活を支援する上で非常に効果的

であると考えられる外来ｲ;I|談，訪問石護，地

域包括支援センター，また，地域生活支援の

際に川いることのできるサービス，制度につ

いて述べる。

､霊I外来相談
精神障祥者の退院時にその地域生活を支援

する際，外来は，忠荷の身体状態・精神状態

悪化の早期発見と予防，怨椅および家族への

危機介入に役立つ。また，粘神療法だけでな

く，生活稗叩や症状御１Ｍが必要な忠行には，

看護師による外来ｲ11談機能は非禰に効果的で

あることが報併されている')。

外来では，忠荷の受診時に，どのような生

活を送っているのかを確認し，ノk活や症状梼

理の困難さの体験を共ｲfして，忠荷の孤独感を

軽減することが可能である。また，何より，患

者の地域生活における孤独や寂しさによって強

くなる精神症状を慨減することが可能となる。

外来で支援する際に埴要なことは，定期的

に患者が柵談をすることが可能な時間を設定

９４－地域連携入退院支援Vol､５No.５

することである。性々にして，外来の看護師

は大変多忙であるため，忠昔の状態が気にな

りながらも｜-分に11洲lを取れないことが多い。

すべての患者に生活支援が必要なわけではな

いが，どのような忠行に外来での生活支援や

症状管理が必愛なのかを確認しておくことが

大切である。

そのためには，忠行が退院する前に，瓶棟

や訪問蒋推師，ｉ冒沿医と連携を取り，患者の

身体・精神状態に関する情報を十分得ておく

ことが必要となる。また，必要に応じて危機

介入をすることもあるが，拒薬が続き明らか

に精神状態が悪化している患者で，外米へ連

れてくることが|水|雌な場合には，医師を伴っ

ての往診も必要となる。また，場合によって

は，危機時に外来行准師が訪問し，患者・家

族と話をし，忠荷・家族のそれぞれの思いを

聞いて訴えを受け止め，症状管理を促すこと

で，症状が燕ち満き，IIj入院を避けることも

できる。

このように，外来での相談機能には，外来

で定期的に会って支援する場合と，危機時に

訪問する場合がある。このような試みが，患

者の再入院を予防し，地域での生活期間を延

長させ，忠行のﾉk活の満足度を高めることに

貢献する。



翁訪問看護
病状やセルフケアが不安定な場合には，訪

問看護が非常に効果的である。訪問行護も外

来看護と同様，患者の地域でのﾉﾋ活期間を暖

くできる支援方法である。

精神科病院が持つ結神科訪問行護ステー

ションの場合は，訪問をjli奔されたり，病状

やセルフケアが不安定で近隣に迷惑をかけて

しまったりするような脳１１'fの場合でも，ノfい

にコンサルテーションを実施しながらケア方

法を検討していくことが可能である。しかし，

精神科に特化しない訪問行I護ステーションの

場合は，精神隙諜者への対応が|氷|雌になるこ

とが多い。

特に，うつ状態が強い忠荷で意欲や11常ﾉ|呉

活機能が低下していたり，家族が忠朽を支援

する機能が低下しており，ノk活|‘|体がかなり

乱れてしまっていたり，服薬や外来受診が不

規則になっていたりする粘神科の忠稀，老老

介護で患者にも家族にも認知症があり，慢性

疾患（人工透析やインシュリンの注射など）

の管理ができない場合などは，ケアが|,kl難だ

と感じる訪問看護師も多い。このような場合

のコンサルテーションシステムはまだ確立さ

れていないため，訪問行ｌ穫師は手探りでケア

を検討していくこととなる。

近年では，心疾患や稲環器疾坦，碓活稗悩

病を抱えている患者が贈えており，また，こ

れらの患者の６割は峰度からIII群座のうつ状

態を有していると言われている。このような

患者に対し，精神科ではない訪問府護ステー

ションが患者に対する支援を行っていく機会

はこれからも増えていくだろう。したがって，

訪問看護ステーションの行准師も，忠荷の

通っている精神科病院の外来行准Iliやiﾐ治医

と砿械的に述鵬を取り，’'11『報交換をしながら

支援の方向性を検討していく必要があると言

えるだろう。

圏団地域包括支援センター
地域包括支援センターが設立されてから，

介I池〕う防ケアマネジメント111:柴，総合相談・

支援‘l縦，権利擁I巡'1f堆，包括的・継続的ケ

アマネジメント支慨'1雌が実施されるように

なった。特に，デイケアや作業所へ通うこと

のできない埋荷でﾉ|ﾐ活リズムの確ｌｆや人との

交流をニーズとして持つ人の場合，これらの

１＃業を活川することもできる。

1金精神障害者の
地域生活支援において
活用できる資源と制度

１淵''1味1Ｗfが地域でﾉ|ﾐ活できる手立てが終

備されてきたのは，1987年に施行された粘

神保健法以降であるが，粘神障祥荷社会復｝i｝

施設が法疋化されたことによって，入院医療

から地域で支援する流れになった。1993年

には|暇i梢堆本法に粘神|端¥者が「障害者」

としてIﾘ11;L'され，1995年の精神障害者保健

補祉手帳制度の刺Ｉ没，１９９９年の精神保健編

祉法の改11畠により，2002年から精神障害肴

のﾉk活に側する地域支援がIij町村へ移行し，

粘神|端￥帥柁ﾉlﾐ活支援‘j;柴（ホームヘルプ

サービス，グループホーム，ショートステイ）

が始まった。

その後，2005年に|{砿Ｗ２ｆｎ立支援法が成

立したことにより，続祉サービスが３障害一

ﾉﾋ化し，サービス提供１２体も市町村に一元化，

社会側,I}施,没は新体系サービスに移行するこ

とになった。
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鰯精神障害者保健福祉手帳制度
精神障害者保健福祉手帳制度は，1993年

に制定された障害者基本法に精神障害者が｢障

害者」として明記され，福祉の対象となった

ことを受けて，1995年に「精神保健法」が，

｢精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」

に改正されたことにより，新設された制度で

ある。精神障害者保健福祉手帳の対象は，軽

度の神経症や心身症，人格障害，知的障害を

除き，精神科疾患があり，長期にわたって日常

生活や社会生活に制約のある人が対象になる。

病院にかかって６カ月以上たった日から，

市町村窓口に申請できる。申請は，手帳用の

医師の診断書，または障害年金を受給してい

る場合には，年金証書の写しと年金改定通知

書，社会保険庁に問い合わせをすることにな

るので，本人の「同意書」を添えて行う。

年金証書と年金改定通知書の複写で申請す

る場合は，障害年金の主病名が知的障害やて

んかん性精神障害，高次脳機能障害など，年

金の証書の写しでは手続きができない疾患が

あるので，年金の障害名について確認する。

その際，医師の診断書の提出が必要か否かを

判断する。手帳の有効期限は２年で，有効期

限の３カ月前から更新の手続きができる。

手帳申請を勧める時，今後，自分自身の障

害や疾患とどのように向き合い，生活してい

くのかを含めた計画や方針を立てながら，手

帳を持つことのメリットや意味についてよく

話をし，制度と自分の障害を理解した上で本

人自身が申請できるように支援していく必要

がある。

職障害者自立支援法

2005年11月に成立した障害者自立支援法

は，これまで知的・身体・精神の障害種別に

提供されていた福祉サービスを一元化し，サー
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ビス提供主体も市町村に一元化されることに

なった。これにより，精神保健福祉法に法定

化されていた精神障害者社会復帰施設および

グループホーム，ホームヘルプサービス，

ショートステイは，2006年４月１日から新

体系サービスに移行することになった。

新体系サービスは,大きく「自立支援給付」

と「地域生活支援事業」の２つに分かれてい

る。「自立支援給付」は，できないことを支

援する介護や介助を目的とした「介護給付」

と，できないことをできるように支援してい

く「訓練等給付」に分かれている。「地域生活

支援事業」は，相談支援，コミュニケーショ

ン支援，日常生活用具の給付または貸与，移

動支援,地域生活支援センター,福祉ホーム，

そのほかの日常生活または社会生活支援など

の市町村が実施主体になる事業と，都道府県

が広域かつ専門的に行う事業に分かれている。

障害者自立支援法下の福祉サービスは，居

宅地の市町村に申請する。グループホームや

ケアホーム，施設入所支援などの居住系の

サービスの申請は，住所地特例によりサービ

ス利用前に居住していた市町村に申請する。

入退院を繰り返している場合などは判断の必

要なケースもあるので，事前に市町村に相談

が必要である。

鰯社会復帰施設

精神障害者社会復帰施設（生活訓練施設，

福祉ホーム，授産施設，福祉工場，地域生活

支援センター）は，障害者自立支援法の施行

により，2006年10月から障害者自立支援法

下の新しい福祉サービスを提供する事業所に

移行した（５年間の経過措置あり)。福祉ホー

ムＡ型と地域生活支援センターについては，

2006年10月の移行対象となり，新体系に移

行した。



生活訓練施設

生活訓練施設は，長期入院により在宅生活

に自信がない，または自活をしていくことに

不安がある精神障害者に対して，訓練指導を

行う施設である。この施設において受けられ

る訓練指導は，金銭管理の方法，洗濯，掃除，

食事の仕方や服薬管理など，地域で生活して

いくために必要な生活技術，対人関係につい

ての指導である。利用期間は２年間で，１年

を超えない範囲で１回に限り利用期間を延長

することができる。

福祉ホームＢ型

福祉ホームＢ型は，長期にわたり精神科病

院に入院していて高齢となった人が，介助や

指導を受けながら社会復帰を目指す施設で，

利用期間は５年間である。必要な場合には利

用延長が可能で，利用期間延長に制限はない。

通所授産施設

通所授産施設は，さまざまな事情により一

般企業に就労することが難しい精神障害者を

対象に，福祉的就労に必要な訓練を行う施設

である。利用期間の定めは特になく，施設の

方針により異なる。

作業内容は，レストランや喫茶店の業務，

印刷，部品組み立てなどで，作業は施設によ

り多様である。また，旅行やレクリエーショ

ン，行事なども行っている。さらに，これら

の活動を通じてマナーや生活習慣の確立，地

域交流なども行っている。利用者には工賃が

支払われる。

福祉工場

福祉工場は，作業能力はあるが，対人関係

や健康管理などに不安があるため，一般企業

での就労が困難な精神障害者が利用する施設

である。通所授産施設との違いは，労働関係

法規の適用を受け，雇用保険の加入ができ，

最低賃金が保障されることである。

利用料や利用期限の定めはない。就労の側

面が高いので，利用者にもある程度高い作業

能力が求められる。

救護施設

救護施設は，生活保護法下の施設である。

身体や知的，精神に障害があり，日常生活を

自力で送ることが難しい人が入所し，生活支

援を受けながら生活する施設である。障害の

種別を問わず，生活保護を受給している人は

入所することが可能である。利用の申し込み

については，福祉事務所を通じて行う。

⑳成年後見制度

成年後見制度は，精神障害者，認知症高齢

者，知的障害者，精神障害などの障害により

十分な判断ができない人について，浪費，社

会手続きの困難，編されることによる不利益

などの問題から本人の権利を保護する制度で

ある。

成年後見制度には，法定後見人と任意後見

人の２つがある。法定後見人は，家庭裁判所

に申し立て，親族や法人（弁護士や司法書士

会，社会福祉会）などから専任される。対象

者の判断能力の程度に応じて，全面的に代行

する「後見人｣，かなりの部分を代行する「保

佐人｣，ある程度は判断能力のある人に対し

て特定の法手続きの代行,取り消しを行う「補

助人」の３種類ある。選任後，法定後見人に

は，財産の管理（相続，不動産や財産管理，

銀行の手続き)，身上監護（施設入所や福祉

サービス利用などの法律行為)の代理,同意，

取り消し行為を行う権限が与えられる。

任意後見は，本人の判断能力が不十分に

なった時に，本人があらかじめ結んでおいた

任意後見契約に従い，任意後見人が本人を援

助する制度である。家庭裁判所が任意後見監
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督人を専任した時から契約の効力が生じ，任

意後見人の援助を受けることになる。

鋤地域福祉権利擁護事業
判断能力が十分でない認知症高齢者，知的

障害者，精神障害者などの財産管理（公共料

金支払い，日常生活の金銭管理,手続き代行)，

財産保全（権利証書，有価証券，預貯金通帳

預かり）福祉サービスの利用支援などを行い，

安心して生活を送るための支援をする事業で

ある。

対象は，制度利用の意義を理解して契約を

結べる人で，在宅，施設入所者，入院中の人

も対象になる。窓口は市町村社会福祉協議会

である。利用料は1,000円程度で，生活保護

の受給者は無料となっている。

卿活用できる経済的資源

生活保護制度

生活保護は，次の資源などを活用しても，

最低生活基準未満の収入しかなく，生活の維

持ができない時に受給できる制度である。

①資源の活用（預貯金，生命保険，車，有価

証券，土地・家屋などの資産を所有してい

る場合は，それらを活用する。土地・家屋

は，現在住んでいる家屋は原則として保有

が認められる。生命保険は，貯蓄性の高い

保険は認められない。掛け捨てのものや解

約返戻金が少ないもので，病気や死亡の場

合に活用できるような保険は認められる場

合がある)。

②能力に応じて働く。

③扶養義務の履行（親などの扶養義務者は，

生活に支障のない範囲内で，支援をする義

務がある。なお，親族から経済的援助をし

てもらった場合には，収入認定がされる)。

④年金，手当てなど他制度で受けられるもの。

また，生活保護制度は，同じ住居に住んで
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いて，家計を同一にしている世帯単位で需給

できるかできないかが決まる。住居が異なり，

家計も同一ではない場合は，別世帯と見なさ

れる。しかし，入院をしていてもいずれは出

身世帯に帰来する場合は，同一世帯と見なさ

れる。長期入院により家計を圧迫している場

合は，入院者だけを世帯分離して保護の対象

とすることができる。

申請の手続きができるのは，本人，扶養義

務者，同居している親族である。

年金制度

障害年金は，病気やけがのために障害を負

い，仕事や日常生活に支障がある状態の人に

対して支払われる年金である。

障害基礎年金の申請の要件は，精神疾患治

療の初診日が20歳以前であり，障害認定日

(初診から1年半）に障害の状態が生涯等級

１級ないし２級に相当する成人である。２０

歳以後に初診日がある場合，初診日に年金に

加入し，２０歳から初診日の期間の３分の２

以上，または2016年３月３１日までに初診日

のある人は，初診日の前々月までの１年間保

険料を納付または免除されていることが要件

となる。また，初診でかかった病院は，精神

科でなくても，内科や小児科などの他診療科，

学校医でも可能である。

障害年金を申請する際には，次の①～④の

資料を用意することで，障害年金が受給でき

るかどうかが分かる。

①初診日を病院に確認し，初診の日に国民年

金，厚生年金，共済年金のどの年金にか

かっていたのか，初診が20歳前か後かを

調べる。

②年金の納付要件は満たしているのかを役場

の年金の相談窓口か社会保険事務所で調べ

る。



③障害認定日の１年半ごろの状態が年金に該

当するのか（障害認定日から１年以上たっ

てから請求する時は，遡及請求ができ，５

年前までさかのぼり，年金開始の時にまと

めて受給できる）を調べる。

④初診から今までの治療歴，職歴を調べる。

受給要件がそろっていれば，相談窓口で年

金の請求書類をもらう。請求に当たっては，

年金裁定請求書，年金診断書，病歴，就労申

立書，初診状況証明，戸籍謄本，住民票をそ

ろえて行う。初診証明や年金診断書は医師に

書いてもらうが，就労生活状況申立書は，本

人または家族が作成する。

申請から約３～４カ月で決定通知が届く。

年金が決定した後は，定期的に障害の状態の

変化を見るために，基礎年金受給者は年１回

７月に，そのほかは１～３年に１回誕生月に

診断書が送られてくる。この診断書を期限ま

でに提出しないと，年金が停止される。また，

診断書に記載された状態により，等級が変

わったり，停止したりするので，主治医に最

近の日常生活の状況をよく伝えた上で診断書

を記載してもらうことが大切である。

障害年金は，要件を満たしたクライエント

は誰でも申請できる。しかし，年金を申請す

る時，病気や障害の状態を記載した診断書で

自らの病気を確認することになるし，日常生

活上の困難なところを，日常生活申し立てと

して申請しなければならない。このような状

況下では，単に手続きを進めるだけでなく，

クライエント自身に病気を理解してもらい，

今後の生活をどのように営んでいくのか，と

いうところにも踏み込みながら支援していく

ことが重要になってくる。

特別障害給付金

国民年金に任意加入しておらず，その期間

中に初診日があり，請求時の障害の状態が生

涯基礎年金の１級または２級に該当する⑪②

ケースは，給付金を受けることができる。障

害等級1級該当者は月額50,000円，２級該当

者は月額40,000円である（2008年度)。

⑪1991年３月以前に国民年金任意加入対象

であった大学生，短大，高校，高等専門学

校学生（定時制や夜間，通信制は除く）

②1986年３月以前の国民年金任意加入対象で

あった厚生年金，共済年金加入者の配偶者

手当

①特別障害者手当

２０歳以上の，日常生活において常時特別な

介護を要する人に支給される（所得制限あり)。

②障害児福祉手当

重度の障害（身体障害者手帳１～２級，療

育手帳A1相当，これらと同程度の障害のあ

る児童）のために日常生活において常時介護

を要する，在宅の20歳未満の児童に支給され

る（所得制限あり)。

③特別児童扶養手当

中程度以上の障害のある20歳未満の児童

を養育している人に支給される（所得制限あ

り)。対象は，身体障害者手帳１～４級。療

育手帳A1，Ａ２，Ｂ１程度，これらと同等の障

害のある児童を対象として支払われる。

障害者自立支援医療(精神科通院）

障害者自立支援医療は，障害者自立支援法

制定により，2006年４月に精神保健福祉法

32条通院医療費公費負担制度から障害者自

立支援医療に全面的に移行した。

健康保険で医療機関にかかると３割の自己

負担（生活保護受給者は自己負担なし）であ

るが，精神疾患のために精神科に通院する場

合，自立支援医療を利用すると１割負担（生

活保護の負担は自己負担なし）となる。
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ど）の場合，３年以上の経験のある精

神科医（精神科でなくてもよい）が，

継続的集中的治療が必要と判断した人

重度心身障害者医療費助成制度

粘神障害者保健福祉手帳１級の該当者は，

各種健康保険による医療を受けた場合，入院，

外来医療黄の一部負担金が助成される（２０

歳以上には所得制限がある)。また，自立支

援医療の負担上限額も対象になる。地方自治

体により，助成額やその範囲については異な

るので，確認が必要である。

＊ ＊ ＊

患者の退院支援の''１心的人物が患者の地域

生活支援のために，これらの制度，資源を組

み合わせながら患者の生活を支援することで，

患者・家族にとっても生活を送りやすくなる

と言えよう。

①認知症などの器質性精神病

②アルコール依存症などの薬物関連

③統合失調症，妄想性障害などの統合失

調症圏の疾患

④うつ病，操うつ病，神経I性うつ病など

の気分障害（感情障害）

⑤てんかん

⑤これ以外の疾患（神経症や人格障害な
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、己負担については，地力、治休により負

担幡減策を設けているところがある。また|'｜

己負拠は，利川荷の所屈しているIlt柵の収入

により，市町村腿税の税額を対･象として６段

階に分けられ，ｌカノjの支払額に対して，所

得のIｘ分６段階により負抑止限額が設けられ

ている。自立支援医療上の|I州は，住民票｣令

の'11-1州:ではなく，｜『ilじ医娠保険に加入し

ている家族は'11-世粥となる。異なる咲療保

険に加入している家族は別世帯となる。

対象とされているのは，粘神疾迩のために

継続的に通院医療を必要とする人（頑度かつ

継続）で，その範|川は，次の条件を満たす人

である。

１００－地域連桃入退院支援Vol,５No.５




